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明治後期における金融当局検査の考察

一金融行政当局者の演説を通して見る銀行検査に対する認識一

大江清

キーワード：銀行検査，金融行政当局者，銀行動揺，全国手形交換所連合会

目次

はじめに

第１章金融行政当局者の演説に占める銀行検査関連発言

１－１金融行政当局者および業界代表者の演説内容のカテゴリー分類

１－２金融行政当局者の銀行検査に対する認識と銀行検査関連発言

１－３銀行検査関連発言の個別分析

１－４時代背景

第２章日清戦争後における銀行検査関連発言の個別分析

２－１日漬戦争後の銀行動揺

２－２明治36年における銀行検査関連発言

第３章日露戦争後における銀行検査関連発言の個別分析

３－１日露戦争後の金融情勢と銀行動揺

３－２明治４０年における銀行検査関連発言

３－３明治４２年における銀行検査関連発言

３－４明治４４年における銀行検査関連発言

おわりに

別表検査関連発言演説者別内訳一覧

第１章ではまず銀行検査関連発言を含む金融財

政等，幅広い分野にわたる演説を演説原稿に基づ

いて大きく６つのカテゴリーに分類し，銀行検査

関連発言が演説全体の中でどのようなウェイトを

占めるのかを把握する。その上で銀行検査関連発

言をさらに６つのカテゴリーに分類して発言内容

を整理する。つまり銀行検査関連発言を「狭義の

銀行検査関連発言」と「広義の銀行検査関連発言」

に分け，それぞれが３つの小分類を有する合計６

つのカテゴリーを設定し，それにしたがって発言

を分類整理する。

銀行検査に対する認識については，金融行政当

局者の銀行検査に対する認識を理解するため，（１）

はじめに

本稿の目的は明治後期における金融行政当局者

や業界代表者の銀行検査に対する認識がいかなる

もので，金融経済情勢の変化や銀行動揺の影響を

受けてそれがどのような変遷を見せるのかを考察

することである。本稿では金融行政当局者の銀行

検査に対する認識を探る資料として公的会合にお

ける金融狩政当局者および業界代表者の演説を用

いる。分析手法としては演説原稿あるいは演説筆

記録に基づいて演説内容をカテゴリー分類し，カ

テゴリーごとの発言の軽重を原稿字数で認識する。
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銀行検査の有効性に関する認識，(2)銀行検査によ

る個別指導が有効と考えられる問題点に関する認

識，(3)銀行監督行政を行う上で銀行検査により実

態を把握することが効果的と考えられる問題点に

関する認識の３つの分析視角を設定し，銀行検査

関連発言を分類整理するための６つのカテゴリー

との対応関係を規定する。その上で６つのカテゴ

リーに沿って分類整理された銀行検査関連発言を，

銀行検査に対する認識に関わる３つの分析視角と

の関係から整理し，金融行政当局者の銀行検査に

対する認識を外形的に把握する。しかしこのよう

にして把握された金融行政当局者の銀行検査に対

する認識はあくまで発言内容の機械的な分類整理

によるものである。

したがって第２章および第３章では明治後期の

金融経済情勢を，その撹乱要因である日清・日露

戦争の影響を考慮して概観するとともに，銀行動

揺の実態を把握する。金融経済`情勢との関わりか

ら金融行政当局者を対象に銀行検査関連発言内容

を分析し，第１章で外形的に把握した金融行政当

局者の銀行検査に対する認識と比較検証する。そ

の上で銀行検査関連発言内容について分析を加え

る。

本稿では明治期の４５年間を明治前期・中期・

後期の３期間，各１５年間ずつに分割する。した

がって単純計算では明治前期は明治初年から１５

年，明治中期は明治１６年から３０年，明治後期は

明治３１年から４５年となる。ただし明治期の特徴

的な出来事である日清・日露両戦争は，それぞれ

明治２７年，明治３７年に始まり，その影響はいず

れも明治後期に集中して現れる。したがって形式

的な時代区分にこだわらず金融経済`情勢について

は日清戦争開戦期である明治２７年からこれを概

観する。また本稿で取り上げる資料名等は通常書

体に変換したが，通常書体に置き換えると本来の

意図が正確に伝わらないと考えられる証言内容等

については正字を使用した。

第１章金融行政当局者の演説に占める

銀行検査関連発言

１－１金融行政当局者および業界代表者の

演説内容のカテゴリー分類

本稿では明治前期の大蔵大臣や銀行行政担当者

あるいは銀行業界の代表者が業界の公式会合でい

かなる演説を行なっていたか，特に彼等が銀行検

査に対していかなる見解を有していたかを分析す

る。その具体的方法として全国手形交換所連合会

を中心とした公的会合における明治３０年代以降

の演説内容を分析する。

分析対象とするのは「銀行通信録」に掲載され

ている明治３６年から同４５年までの１０年間に開

催された「全国手形交換所連合会」と「銀行大会」

における演説である。分析対象の演説が行われた

公的会合は第１回から第１０回の全国手形交換所

連合会と記念祝賀会，大阪で開催された全国銀行

大会と銀行大懇親会である。第４回全国手形交換

所連合会については銀行通信録に記載がないため

検討対象外とする。

本稿で明治後期と規定した明治３１年から同４５

年までの１５年間においては第１２回から第２８回

まで帝国議会が開催されており歴代の大蔵大臣は

この間１６回演説している。しかしいずれの演説

においても銀行検査への言及はなく国家予算に関

する内容が大半であった。したがって帝国議会で

の演説は分析対象から除外する。

分析方法は対象となる６１の演説を演説原稿あ

るいは演説筆記録に基づいてその内容をカテゴリー

分類し，一つの演説がどのようなカテゴリーから

榊成されているかを演説記録の字数で測定して図

表化する。そして各カテゴリーのボリュームや構

成割合を比較検討して演説内容の変遷を把握する。

演説全体を以下の６つのカテゴリーに分類する。

銀行検査関連発言についてはさらにカテゴリーの

定義を定め個別内容の分析・検討を行う。

（１）銀行検査関連発言（銀行検査及び銀行経営

等に関連する内容）

（２）手形交換所及びそれに伴う銀行事務
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（３）国内財政金融及び産業に関連する内容

（４）日露戦争及び戦時の財政金融に関連する内

容

（５）海外財政金融等に関連する内容

（６）祝辞及び主催者や演説者の業績に対する賛

辞等儀礼的内容，雑談

明治３６年から同４５年までの１０年間に開催さ

れた「全国手形交換所連合会」や「銀行大会」等

の公式会合は合計１６回におよび，その間６１回の

演説が行われた。これら演説原稿の総字数は約

１８万字で，検査関連発言は全体の７％にあたる

12,720字であった。図１は上記６つのカテゴリー

にしたがって，どのように演説内容が分類されて

年次ごとの推移を見せるのかを演説ボリュームを

示す棒グラフをマトリクス状に配置して表したも

のである。また図２は演説構成割合を年次ごとに

百分率で示したものである。

図ｌと図２で特徴的な点は，(1)明治４１年の演

説ボリュームが演説原稿字数約５万字と著しく大

きいこと，(2)銀行検査関連発言は明治３８年，４３

年，４５年はなかったものの，ほぼ毎年銀行検査

に関する発言が行われており，特に明治40年は

ほぼ３０％と高い構成割合を示していること，（３）

明治４１年以降は演説に占める国内財政金融の話

題が高い構成比率で推移していること等である。

第１点については明治４１年に公的会合が大阪

で２回，東京で１回開催され，演説者が１４名と

年次ごとの平均演説者数6.8名の２倍以上である

ことがその原因と考えられる。第２点は本稿のテー

マと関係しているので以下で詳細に分析・検討す

る。第３点は銀行検査と直接関連するテーマでは

ないが，銀行検査関連発言を検討する過程で必要

に応じてその内容を分析する。したがって本稿で

は銀行検査関連発言の比率が際立って高かった明

治４０年を分析の中心に据えて，日清戦争後の明

治３６年と日露戦争後の明治４１年から同４４年の
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図１金融行政当局者及び業界代表者の演説推移
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注：(1)図表中の数字（％）は年次ごとの演説原稿全体に占める各カテゴリーの発言栂成割合を示している。

（２）明治39年は全国手形交換所連合会をはじめとする公的会議の演説記録が欠落している。

図２金融行政当局者及び業界代表者の演説構成推移

銀行検査関連発言を詳細に分類整理し，その発言

内容を検証することにより金融行政当局者の銀行

検査に対する認識の実態解明を試みる。

｢預金者保護」「信用機構維持」「銀行の資金供給

面における国民経済的機能」のいずれかに関する

発言である。さらに前者を「狭義の銀行検査関連

発言｣，後者を「広義の銀行検査関連発言」とし，

それぞれが３つの小分類を有する合計６つのカテ

ゴリーを設定する。

狭義の銀行検査関連発言に含まれる銀行経営の

カテゴリーには，銀行経営者による組織経営に加

えて銀行経営改善に対する監督行政の有効性につ

いて言及したものを含める。銀行検査の有効性等

がそれに該当する。また銀行家の職業倫理に関す

る発言として分類したものには銀行経営者，役職

員の職業倫理および銀行役職員選定のあり方につ

いての発言も含む。内部監査に関する発言を狭義

の銀行検査関連発言を構成するカテゴリーとする

のは，銀行の内部監査が金融当局検査と連繋して

銀行業務をチェックする機能を有すると考えるか

らである。

広義の銀行検査関連発言に銀行の公共性を構成

する概念に触れた発言を含めるのは，銀行検査の

変遷を探る上で銀行の公共性は重要な分析視角で

１－２金融行政当局者の銀行検査に対する

認識と銀行検査関連発言

本稿では金融行政当局者の銀行検査に対する認

識を理解する切り口として，(1)銀行検査の有効性

に関する認識，(2)銀行検査による個別指導が有効

と考えられる問題点に関する認識，(3)銀行監督行

政を行う上で銀行検査により実態を把握すること

が効果的と考えられる問題点に関する認識の３つ

の分析視角を設ける。

また本稿では銀行検査関連発言として分析対象

とするのは，金融監督当局が銀行検査を実施する

上で重視すべき事項についての発言と，銀行検査

の正当性の根拠である銀行の公共性を構成する概

念に関わる発言である。前者は銀行検査の有効,性

および監督当局から見た銀行経営のあり方，職業

倫理および内部監査に関する発言等であり，後者

は「銀行の公共性」を構成する３つの概念である

４
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あると同時に，銀行検査の正当性が銀行の公共性

に根拠を置くと考えるからである。銀行条例の上

位法規である明治商法は，主務官庁は個別企業の

利害や権利関係に介入すべきではないとしている。

しかし公衆保護という大命題が成り立ち得ないよ

うな非常事態を回避する必要がある場合，すなわ

ち銀行のように公共性の高い企業の経営健全性を

確保する必要がある場合を例外としている。つま

り銀行検査は会社の検査の例外として，金融機関

という公共性の高い組織であるがゆえに認められ

るものである。この点に基づいて「銀行の公共性」

を銀行検査の根拠とするとともに，これを銀行検

査の対象と認識する(､。金融行政当局者の銀行検

査に対する認識の切り口である３つの分析視角と

銀行検査関連発言との対応関係を規定し表ｌに示

す。

金融行政当局者による銀行検査関連発言として

抽出した演説の中には，銀行検査の有効性を念頭

に置いたものもあるが，銀行検査の効果が実質的

に期待できる事項について銀行検査の有効性を意

識せずに発言しているケースもありうる。これら

の２つのケースを演説原稿の字面のみで全て判断

することは不可能であるので，発言内容および演

説全体の流れから明白に判断できる「銀行検査自

体の有効性に関する認識」を別立てとして，それ

以外の発言から推察される発言者の問題認識を

｢銀行検査の直接的効果に対する認識」と「銀行

検査の間接的効果に対する認識」に分類し，それ

ぞれに銀行検査関連発言を対応させる。

そしてそれらの認識が銀行検査関連発言を構成

するいかなるカテゴリーの発言と対応するかを念

頭に置いて発言内容を分析する。本稿で分析対象

とする金融行政当局者と銀行検査担当者の認識が

共有化され，銀行検査担当者が使用する銀行検査

規程内容が金融行政当局者の認識を反映していれ

ば，銀行検査実務はより厳密に当局者の意図を映

しだした有効な銀行監督ツールとなる。

以上より，狭義の銀行検査関連発言を構成する

カテゴリーを「銀行経営」「銀行役職員の職業倫

理」「銀行の内部監査｣，広義の銀行検査関連発言

を構成するカテゴリーを「預金者保護」「信用機

構維持」「銀行の資金供給面における国民経済的

機能」として，それぞれ３つ計６つのカテゴリー

を設定し，図３のごとく発言者別に時系列整理す

る。

1-3銀行検査関連発言の個別分析

第１回から第１０回の全国手形交換所連合会と

記念祝賀会，大阪で開催された全国銀行大会と銀

行大懇親会での銀行検査関連発言を分類・集計す

表１金融行政当局者の銀行検査に対する認識と銀行検査関連発言

注：本図表は原則的な対応関係を示したものであり，銀行検査発言を詳細に分析した場合にはカテゴリー間の入繰りは発生する。

５

金融行政当局者の銀行検査に対する認識 銀行検査関連発言

(1)銀行検査自体の有効性に関する認識 銀行経営：銀行経営改善に対する監督行政の有効性に関

する発言。

内部監査：銀行検査を補完する機能としての内部監査に

関する発言。

(2)銀行検査による個別指導が有効と考えられる問題点

に関する認識

(銀行検査の直接的効果に対する認識）

職業倫理：銀行経営者，役職員の職業倫理および銀行役

職員選定のあり方についての発言。

銀行経営：銀行検査による個別指導が有効と考えられる

銀行経営上の問題点に関する発言。

銀行の公共`lZkを橘成する概念（預金者保護，信用機構雑

侍，資金供給機能）につき個別指導が適切なケース

、､

(3)銀行監督行政を行う上で銀行検査により実態を把握

することが効果的と考えられる問題点に関する認識

(銀行検査の間接的効果に対する認識）

預金者保護に関する発言。

信用機構維持に関する発言。

資金供給機能に関する発言。



社会科学論集第121号

4500

4000

3500

□資金供給機能

□信用機構維持

■預金者保護

■内部監査

■職業倫理

■銀行経営

3000

2500

2000

1500

1000

500

０

明明明明明明明明明明明
治伯治曾治伯治伯治阪治松治公治勝治桂治松治桂
三爵三補三爵三爵四谷四尾四爵四田四大四尾四大
十大十大十大十松＋大十日十松十理十蔵十日十蔵
六隅六蔵七隅七方年蔵年銀一方一財二大二銀四大
年重年大年重・年正四大四総年正年局年臣年総年臣
三信四臣＋信十義月臣月裁四義四長四四裁四
月月月月月月月月月

出典：「銀行通信録第３５巻第２１０号～第５１巻第306号」（東京銀行集会所)。

注：(1)本図表は別表をグラフ化したものである。

（２）狭義の銀行検査関連発言は棒グラフ下半分に，広義の銀行検査関連発言は棒グラフ上半分に表示する。

図３銀行検査関連発言内訳

ると，各時代の金融行政当局者の銀行検査に対す

る問題意識が客観的に位置づけられる。本稿では

明治36年から同４４年の銀行検査関連発言のうち

現役の大蔵大臣，大蔵官僚，日銀総裁の演説を中

心に年次を追ってその内容を整理し，当時の金融

経済情勢や銀行経営実態との関わりから考察する。

分析対象とする銀行検査関連発言の一覧を表２に

示す。現役大臣や官僚以外の発言で注目すべきも

のについては必要に応じて追加的に内容検討する。

銀行検査関連発言が明治３７年以降３年間途絶

えているのは，(1)明治３７年，３８年両年にわたる

日露戦争の影響を受けて戦時体制と銀行のあり方

というテーマが演説内容に加わったこと，(2)明治

３９年は全国手形交換所連合会をはじめとする公

的会議の記録が欠落していること等が主な原因と

考えられる。

現役大臣や官僚以外の重要人物では図３の通り

明治３６年に大隈重信，明治37年に大隈と松方正

義が発言しているが，いずれもその発言の大半は

信用機構維持に関するものであった。日露戦争終

結後の明治４１年には松方が発言しているが，そ

の内容はもっぱら銀行経営に関するものであった。

銀行検査関連発言全体をごく大まかに分類するた

めに明治４０年の阪谷大蔵大臣，松尾日銀総裁の

発言を軸に据えると，明治３０年代後半は信用機

構維持を中心とする広義の銀行検査発言が大勢を

占め，明治40年を除く４０年代前半は銀行経営を

中心とする狭義の銀行検査関連発言が大勢を占め

るように思われる。

具体的には明治３６年と同３７年の銀行検査関連

発言のうち，広義に属するものが６７％であった

のに対して，明治４１年，同４２年および４４年は

狭義の銀行検査関連発言が７９％を占めている。

つまり，日清戦争後は銀行監督行政を行う上で，

６
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表２銀行検査関連発言内容一覧

①銀行員の職業倫理，②藍香皀役の職務遂行状況、③預金者保護の重要セ記ＯＬ

①信用機構維持の観点からの小規模銀行合併，②銀行検査の重要性，③支店箱
明治４０王

職業倫理，④銀行職員選定の重要性。⑤一社与信制限，⑥預金者保謝

①預金者保誕の重要性，②銀行の資金供給面

今４２年４膜

出典：「銀行通信録第35巻第２１１号～第５１巻第306号」（東京銀行集会所)。

銀行検査により実態を把握することが効果的と考

えられる問題点に関する認識が強かったのに対し

て，日鰯戦争後は銀行検査による個別指導が有効

と考えられる問題点に関する認識が強いという結

果が見られる。

現役大蔵大臣や大蔵官僚，日銀総裁の発言に焦

点を絞ると，明治30年代後半，明治40年を除く

40年代前半ともに狭義の銀行検査関連発言がそ

れぞれ全体の６９％’７６％を占め銀行検査による

個別指導が有効と考えられる問題点に関する認識

が強かった。

この分類結果が根拠を有するか否かについては，

年次を追った銀行検査関連発言の内容分析に加え

て，その背景にある戦争等の経済撹乱要因や銀行

動揺の実態把握が必要となる。つまり明治後期の

経済情勢をマクロの観点から傭鰍することによっ

て銀行検査関連発言の妥当性を検証することが必

要となる。

つ，経営者の目線で明治後期の金融経済情勢を分

析できた稀有な金融史家であるので，同氏の著作

は本稿の目的に適していると考える(2)。

本稿で明治後期とした明治３１年から同４５年の

１５年間のうち，明治３１年から同３６年の６年間

は，明治２７年７月に始まり同28年４月の講和条

約調印で終結した日清戦争の影響を受けた期間で

あり，明治３９年がら同４５年の７年間は，明治

３７年２月に始まり明治３８年９月のポーツマス条

約調印で終結した日露戦争の影響を受けた期間で

ある。つまり日清・日露両戦争を金融経済撹乱要

因とすると明治後期は，(1)日清・日露戦間期（明

治３１年から同３６年)，(2)日露戦争開戦期（明治

37年から同３８年)，(3)日露戦争の戦後期（明治

39年から同４５年）の３期間に大きく区分される。

本稿で分析対象とする銀行検査関連発言（明治

３６年，４０年，４２年，４４年）は明治３６年の発言

が日清・日露戦間期，それ以外が日露戦争戦後期

における発言として分類整理される。また明治

３３年，同３４年および同４０年は銀行動揺を来た

した年次である。したがって銀行検査関連発言の

背景をなす金融経済情勢の分析に際しては，経済

撹乱要因たる日清・日欝両戦争の影響および明治

の金融恐慌発生を防止できなかった財政金融政策

の反省点を探り，それらがどのように金融行政当

局者の銀行検査関連発言に反映されているのかを

検証する。

1-4時代背景

本稿では公的会合において銀行検査関連発言が

あった明治36年から同４４年を中心に明治後期の

金融経済情勢を概観する。この時期を概観するに

あたっては，銀行経営に携わるとともに金融史家

として顕著な業績を残した明石照男の著作「明治

銀行史』に基盤を置く。そして，その内容を基礎

的資料によって検証することにより時代認識する。

明石は銀行経営者として銀行実務に軸足を置きつ

７

演説時期 演説者 演説内容

明治36年４月 曾禰大蔵大臣 ①銀行員の職業倫理，②監査役の職務遂行状況，③預金者保護の重要性

明治４０年４月 阪谷大蔵大臣
①信用機構維持の観点からの小規模銀行合併，②銀行検査の重要性，③支店経営

と職業倫理，④銀行職員選定の重要性，⑤一社与信制限，⑥預金者保護

明治40年４月 松尾日銀総裁 ①預金者保護の重要性，②銀行の資金供給面における国民経済的機能

明治４１年４月 勝田理財局長 ①銀行検査の有効性に対する疑問，②銀行内部監査の重要性

明治４２年４月 桂大蔵大臣 ①銀行の公共的使命と経営姿勢，②銀行経営者の職業倫理

明治４２年４月 松尾日銀総裁 ①銀行の資金供給機能，②銀行経営のあり方，③預金者保護の必要性

明治44年４月 桂大蔵大臣 ①銀行の資金供給機能，②銀行経営のあり方
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備はさらに増加した。明治３６年にかけては金利

引下げを数度行い民間金利もこれに倣って低落し

た。このため戦後財政の圧迫が企業家心理に残存

していたにも拘らず経済社会は徐々に回復しつつ

あった。明治３６年４月，全国銀行大会において

曾禰大蔵大臣が銀行検査に関する発言を行ったの

は概略このような金融経済状況下でのことであっ

た。

明治３３年から３４年にかけての銀行動揺は西日

本中心に東京，千葉あるいは北海道，東北まで含

めた全国規模のものであった。また明治３３年の

銀行動揺の兆しを看取した大蔵省は翌３４年１月

上旬に東京府下および関東地方各銀行の検査をタ

イムリーに実施しており，その点においては銀行

検査の機動`性が認められる。しかし大蔵省検査の

対象地区は西日本ではなく首都圏を中心とした経

済圏であり，この点に大蔵省の銀行検査が重視す

る地区が明確に表れている。

「明治34年日本銀行統計年報」は同年の銀行破

綻について，「本年ハ春來各地銀行會社ノ破綻ヲ

暴露スルモノ績出セシ爲メ經濟界益々多難ヲ極メ

下半季ハ梢私靜穏二歸セシモ慨シテ非況ヲ脱スル

能ハス爲メニ多數銀行會社ノ合併竝二解散ヲ見シ

モ新設二至テハ極メテ僅少ナリトス」と概括して

おり，明石の認識は大略政府見解と合致してい

る(5)。

第２章日清戦争後における銀行検査

関連発言の個別分析

2-1日清戦争後の銀行動揺

日清戦争終結後数年間は金融が変調をきたし，

明治30年以降は銀行を含めた商工業者は萎縮し

た。この事態を憂慮した政府は明治３１年４月に

救済策を施すことを決定し，(1)日清戦争の償金の

一部を流用した勧業銀行債券約374万円の引き受

けと有望企業への貸付，(2)日本銀行による市場か

らの公債証書3,870万円の買収，(3)日本銀行金利

の据置き等を実施した。これらの施策が奏功する

とともに清国償金皆済，全国豊作等が重なり財界

は一時危機を脱することができた(3)。

明治３２年５月には’億円の外債が成立し，同

年は蚕糸，綿糸，絹布の輸出が好調であったため

正貨が流入し党換券の膨張を喚起した。その結果

日本銀行金利，市場金利共に低落したため，企業

設立熱が上昇するとともに投機熱をも招来した。

明石はこれがその後に連なる明治恐似慌の原因となっ

たと分析している。特に再び投機を誘発したのが

外債１億円による資金流入であったとしている。

つまり外資流入による悪影響は後段で分析対象と

する日露戦争後に始まったことではなく，既に日

清戦争後においてその影響が顕著であるとしてい

る。

明石は明治期の金融恐慌は明治３４年の春に誘

発されたが，その序章は明治３３年１０月２５日の

熊本第九銀行の支払停止に始まったとしている(4)。

この恐`慌は明治３３年１０月に発生し翌年の明治

３４年下期に終息した比較的短期のものであった

が，九州から名古屋までの西日本を中心に東京も

巻き込んだ全国的な恐慌となった。しかし明石は

この恐慌は比較的影響は軽微であったのと，日清

戦争後の投機熱で経営基盤が脆弱となった銀行が

淘汰されたことでむしろ銀行の信用を翠固にする

効果もあったと反面評価している。

明治３５年に入ると貿易による正貨の流入と信

用の回復により銀行預金は増大し，ロンドン市場

での公債5,000万円売却により日本銀行の正貨準

2-2明治３６年における銀行検査関連発言

明治３６年の銀行検査関連発言については曾禰

大蔵大臣の演説に注目する。明治３６年４月に開

催された全国銀行大会において曾禰は銀行員の職

業倫理と監査役の職務遂行状況について発言して

いる(6)。

曾欄大蔵大臣の演説は第５回内国勧業博覧会が

大阪市で開催されたのを期に，同市の銀行家が発

起して挙行された全国銀行大会の冒頭で行われた｡

実際の演説は目賀田主税局長が代読したが，約

1,500字からなる演説原稿のうち1,000字余りが

上記の引用に代表される銀行家の職業倫理や銀行

経営および預金者保護の実態に関するもので，銀

行家を戒めかつその一方で彼等を鼓舞激励する内

８
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表３国立銀行・普通銀行・貯蓄銀行数推移
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出典：大蔵省銀行局「銀行便覧第５巻大正７年版」ｒ復刻財政金融史料集成」（昭和５７年，総合経済研究センター)。
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18年

明治

19年

明治

20年 雛|鑑
明治

23年

明治

24年

明治

25年

明治

26年

国立銀行 ４ ５ 2５ 9５ 1５１ 1５１ 1４８１ 138 137 133 133 132 1３４１３２ 131 126 124 126 128

普通銀行 ０ 1 １ １ ２ 2５ 7０１６９ 197 214 ２１８ 220 2２１２３０ 255 272 294 323 604

貯蓄銀行 ０ 0 ０ ０ ０ 0 ０ ０ 0 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 0 ０ ０ 2３

合計 ４ ６ 2６ 9６ 153 176 218 307 334 347 351 352 3５５３６２ 386 398 418 449 ７５５
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因として，(1)外資の導入，(2)投資の方向転換，

(3)金融緩`慢をあげている。この結果，銀行は日清

戦争後と同じく遊資を多く抱え金利も漸次低落し

た(7)。

政府の対応について明石は，「當時政府は形勢

凱調に趨くを看取し，又戦後の起業熱に關する前

例に鑑み，特殊銀行に注意を發してゐたが，日本

銀行の如きは寧ろ企業勃興の趨勢を樂観し，何等

警戒する所がなかった爲め，一般金融業者も亦不

知不識の間に其信用を膨張せしめた」と述べて政

府の先見性と日本銀行の情勢判断の問題点につい

て指摘している(8)。

実際大蔵省による日本銀行の指導は「蔵相内

訓」という形式をもって明治３９年８月２３日当時

の阪谷大蔵大臣から日本銀行および日本興業銀行，

日本勧業銀行の３行に対して行われた。蔵相内訓

の要点と日本銀行答申については『日本銀行百年

史第二巻』に詳しいのでその内容を概観する(9)。

阪谷蔵相による内訓のポイントは，金利低下に

したがって事業熱が発生する兆候が見られるので

貸出運営に留意して経営することが必要であると

いうことである。この事業熱の意味するところは

通常の判断を超えている場合で，金融逼迫の反動

を招き経済界の調和を満たす場合を指している。

これに対する日本銀行の答申内容要旨は以下の通

りである。

容となっている。

表３に示す通りこの演説は銀行数がピークをうっ

た明治３４年から２年後の明治３６年に行われたも

ので，このタイミングは銀行急増の弊害が顕在化

した後それを合併によって徐々に終焔させつつあ

る時期と一致している。明治３４年までは銀行族

立の勢いが大蔵省の合併政策を凌駕し，合併によ

る銀行経営基盤安定策がその効果を顕在化させる

ことはなかったが，明治３５年，３６年にかけて銀

行数の減少と銀行資本金総計の増加が数字上で確

認できる事態となった。時の大蔵大臣としては銀

行合併効果をアピールし，銀行経営者の自重と自

覚を促す絶好の機会がこの全国銀行大会であった。

銀行経営者の自重を求めた問題点としては「資金

運用の固定化」「私利を得るための不当な貸付」

｢準備金不足」「銀行の信用を利用した重役の兼業」

｢監査役の職務怠`慢」等があげられる。

表３の通り明治36年における普通銀行・貯蓄

銀行合計の行数は前年比A３５行であるので，か

なり銀行の新設も行われたと考えられるが，曾禰

は金融機関に対する個人預金者の信頼が銀行の浮

沈でそがれることと，細民であるがゆえに情報に

疎く情報の非対称性構造において劣位にある資金

提供者の場合は，その貯蓄心を阻害することがあっ

てはならないと考えていたことが伺われる。

第３章日露戦争後における銀行検査

関連発言の個別分析 (1)明治３８年５，６月ごろから明治３９年８月

までの事業の新設・拡張計画高は約５億

５，０００万円で比較的巨額といえるが，日鰯戦

争の終結・戦勝の余勢につれて満州，朝鮮の

事業計画を考慮すると一時に企業が設立され

るのは当然の勢いである。むしろ企業家は日

清戦争後の経験に鑑みて計画を立てているの

で概して有用である。多額の外債を抱えてい

るわが国としては事業の勃興によって商工業

を振興し，輸出を伸ばして国力の充実に努め

なければ外債元利金支払いも免換制度維持も

困難である。事業熱が憂慮すべきか否かは急

激に国力不相応の資金を必要とし，金融を乱

すようになってから初めて論じるべきことで

3-1日露戦争後の金融情勢と銀行動揺

日露戦争後の金融情勢

明石は日露戦争後の金融経済情勢の浮沈を日清

戦争後になぞらえて，「歴史は常に繰返す。日撫

戦争後に於ける經濟界一進一退の状況は，恰も日

清戦争後の－張一弛に異ならず。日本海の大海戦

により意氣天に沖したる國民は，一度平和談判の

結果に失望したとは云へ，二個年に亙って酒養せ

られた英發の氣象は，更に其鋭峰を表はし來つ大。

即ち企業心は欝勃として興り，終に未曾有の企業

狂乱の時代に突進するに至ったのである」とその

相似性を表現している。また起業熱を刺激した原
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ある。

(2)要は事業と金融を調和させることが重要で

ある。約５億5,000万円の事業計画が数年を

要するとすれば毎年の所要資金は平均１億か

ら２億円程度に止まろう。日露戦費１７億円

余のうち９億円は国内に滞留していると考え

られるし外資導入の途も開けてきたので多少

は外資も流入すると考えられる。したがって

現在程度の事業の新設・拡張計画であれば金

融についてにわかに憂慮すべきことは生じな

いと考える。

(3)しかし事業を計画する企業家と資金供給す

る銀行家では経営態度は自ずと異なる。事業

が確実であるという理由だけで証拠金払込証

等を担保として貸出すると貸出先の資力不足

で払込みができない場合には銀行は担保であ

る株式を引き受けて払い込む義務を負う。こ

うなると銀行は預金を株式に固定させること

になり，預金の取付けに遭った場合，これに

応じることができなくなる。また株価低落に

より損失が生じ破綻する場合もありうる。い

ずれにせよ「資金の轆転利用」を本領とする

銀行としてはその原則に反するので銀行は有

益な事業を応援すると同時に資金の固定化を

避けて事業と金融の調和に努めるべきである。

本稿で個別検討対象としている明治４０年４月

の阪谷大蔵大臣，松尾日銀総裁の銀行検査関連発

言はこの蔵相内訓の約８ヵ月後であるので，明治

39年８月時点のスタンスと明治４０年当時の銀行

動揺実態を考慮して両者の発言がどのような内容

になるのかを後段で検討する。

明治４１年に入っても財界は沈滞傾向を持続し

ていたので，政府は救済策を講じたがこれが失敗

に終わった。この間の事情を明石は「然るに四十

一年に入るも財界は尚ほ暗婚の光景を持續してゐ

たから，同年三月下旬政府は救済策として，國庫

債券の償還及び借換の方法を發表した。されど割

引償還と高歩の惜換公債とは全然失敗に終り，金

融市場の人氣をして却って沮喪せしめた。時に偶々

内閣の更迭があり，新蔵相桂太郎氏は大阪に於け

る春季全國交換所聯合大會の決議に基いて，年々

國債五千萬円圓の現金償還を聾明した爲め，市場

は漸く生氣を回復するの氣運に向った。斯くて此

反動の時機に於ては，戦後の株式熱に浮かされて，

放漫なる經誉を敢てしたる銀行は概ね蹉跣失墜し

たが，一般銀行業も亦金融の阻塞に困り，嚢に膨

張したる貸出金の回収は容易でなかった」と記述

している('０)。明石の記述通り明治４１年春の第６

回全国交換所連合会は同年４月１７日に大阪手形

交換所の主催で行われたが，審議事項を見るかぎ

り年々国債5,000万円を現金償還することに結び

つくような決議は見られない。

明治４２年は１月の大日本精糖会社の破綻に始

まり，大日本水産会社，東洋汽船会社等の大企業

の失態が続発し，財界，一般投資家ともに株式投

資にリスクを察知する事態となったため，銀行預

金は増加傾向を示した。また同年３月１８日には

藤本ビルブローカー銀行の支払停止が発生する等

不況感が深まったため，桂蔵相は不景気の原因，

実態，対策等について経済界の意見を徴するほど

であった(u)。明治４２年の景気動向から当然では

あるが２月には市中金利が公定歩合を下回るよう

になったので，５月，８月の２回にわたり公定歩

合('2)を日歩２銭から１銭８厘さらには１銭６厘

へ引き下げた。明治４２年は金利引き下げと金融

緩慢，不景気が特徴的な年であった。

この答申内容に見る通り日本銀行の基本的なス

タンスは日露戦争後の事業新設の規模を妥当とし，

企業家の計画に対しても日清戦争後の経験を生か

したものとして信頼をおいている。また外債によ

る資金余剰のマイナス面を憂慮するのではなく，

その適切な運用が元利金返済の必要条件であると

いう考え方を示している。つまり現在は企業家の

事業計画と銀行家の資金供給のミスマッチを警戒

する段階ではなく，むしろその兆候が明確になっ

た時点で必要な手を打つことで足りるとするきわ

めて楽観的な姿勢を答申内容に盛り込んでいる。

しかし貸拙資金の固定化についてはその弊害を認

めており”特に取付け等の緊急事態への対処を念

頭において事業と金融の調和に努めることの重要

性を強調している。
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明治４３年も引き続き１月，３月に公定歩合が１

銭６厘から1銭４厘さらには１銭３厘へ引き下げ

られたので，同年前半は金利低下傾向が継続した。

しかし同年以降明治４５年上期までの期間に特徴

的であるのは電力，ガス，電鉄等の新規事業計画

を牽引力とする「中間景気」が「不景気」を覆す

ことができないままそれと並立したことである。

『日本銀行百年史第二巻」はこの奇妙な２種類

の景気が並立したことについて，電力，ガス，電

鉄等の事業部門では在庫投資と見られるものが少

ないため在庫投資の増大による企業活動の活発化

を伴わず，中間景気が経済全体に波及して全般的

な景気回復を促す力が比較的弱かったことがその

原因と分析している('3)。

中間景気を支えた金融緩慢・金利低落という特

徴は，明治４４年下期の金融引締まりと金利の漸

騰により変化を見せた。さらに明治４５年下期に

なると，三井物産名古屋支店不正手形事件，百十

銀行等地方銀行の動揺，有力商店の破綻が続出し，

１０月バルカン戦争勃発によりヨーロッパ諸国の

金利が高騰したため市中銀行は貸出しを警戒し金

融は逼迫の度を加えた。また金融緩和の大きな要

因であった外資導入にかげりが出てきたことと，

それが直接的に正貨の減少に結びついたことが金

融逼迫に輪をかけた(M)。

明治４０年の銀行動揺は名古屋の銀行不祥事と

神奈川の砂糖中次商の破綻をきっかけとして全国

の預金者を不安に陥れたものである。「日本金融

史資料明治大正編第１９巻」に収録されている

｢日本銀行統計年報」は明治37年で一旦終了し，

明治４１年５月から「日本銀行調査月報」として

復活しているので明治４０年の銀行動揺の実態を

銀行の臨時休業や取付け，支払停止等の影響や頻

度に照らして検証することは困難であるが，少な

くとも愛知と神奈川を基点に瞭原の火のごとく広

がる信用不安は経済界，個人預金者に大きなマイ

ナスを及ぼしたと考えられる。

3-2明治40年における銀行検査関連発言

明治４０年の銀行検査関連発言では阪谷大蔵大

臣と松尾日銀総裁の演説に注目する。阪谷は明治

40年４月の第５回交換所連合会において極めて

包括的でボリュームのある銀行検査関連演説を行っ

ている。その演説内容は本稿で定義した狭義，広

義を併せた検査関連発言６カテゴリーほぼ全てに

わたっており，言及されていないのは銀行の内部

監査についてのみである。

阪谷の演説は，明治４０年２月愛知県に発した

銀行の支払停止や取付けが静岡県，山梨県を経て

東漸している最中の同年４月１２日に行われた。

したがってその発言内容には信用機構維持の視角

のみならず銀行経営や職業倫理等あらゆる観点か

ら銀行経営者の自覚を促す内容が盛り込まれてい

る。最初に信用機構維持の観点から小規模金融機

関を念頭に置いた銀行合併に関して発言している。

阪谷は手形交換制度の綻びを示す事例として砂

糖商人の手形不渡りと小規模銀行の臨時休業につ

いて紹介している。つまり小規模銀行は銀行の公

共性の観点から金融機関がその使命を全うするた

めの要件を具備していないことを欧米の学説を引

用して主張し，小規模銀行数の濫設は政府方針と

して消極姿勢であることを明確にしている。そし

て小規模銀行の経営基盤の脆弱性は銀行合併によっ

て解決することが適切であり，政府も銀行合併を

推進していく方針を明らかにしている('6)。

この考え方が明治３６年４月の全国銀行大会に

日露戦争後の銀行動揺

明石は明治４０年を同３４年，３７年に匹敵する

銀行動揺の年と位置づけて，「銀行の不始末は明

治４０年３月２９日の百三十八銀行東京支店，４月

４日の扶桑銀行の支佛停止に始まり，忽ち蔓延し

て府下近縣数個の銀行及び大分縣中津に飛火した。

名古屋地方に於ては小栗銀行の取付が東海道筋の

大動揺を來し，爾來關東と云はず，九州と云はず，

北陸と云はず，各地各面方に取付騒ぎ網出し，何

時止むべきかを知らなかった。斯の如き悲況は四

十一年に入って益々甚し〈，三月の頃には東京府

下の八銀行が一日の中に，殆ど同時に支挑停止の

看板を掲げたこともあり，全國を通算すれば前後

四十行の多きに及んだと云ふ」と説明してい

る('5)。
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おける曾禰大蔵大臣の演説内容と重なることは明

白である。明治３６年当時阪谷が曾禰大蔵大臣の

下で大蔵総務長官の要職にあったことを勘案する

と両者が銀行合併について認識を－にするのはむ

しろ当然といえる。少なくとも明治期を通して重

要課題であった小規模銀行対策を合併によって解

決しようとする考えは，金融行政の最高責任者で

ある大蔵大臣レベルで連綿と引き継がれていた。

しかし小規模銀行設立に関しては，明治２４年

６月に渋沢栄一から松方蔵相に奉呈された「銀行

條例修正請願書（銀行條例案並二其説明)」（以下

修正案と略称する）をめぐる大蔵省と銀行業界と

の議論において，大蔵省は小規模銀行の設立制限

に反対の立場をとっており，小規模銀行の設立制

限を求めて銀行条例改正を求めたのはむしろ銀行

業界であった。銀行業界からの修正案の裏には銀

行数増加による過当競争を懸念する先発銀行の業

界エゴが存在したことは否定できないであろう。

しかしその主張を構成する論理は透徹してい

た('7》・

業界エゴに囚われない公平な立場から小規模銀

行の設立問題を考えれば，脆弱な資本背景しか持

たない銀行の濫立はある程度規制するものの，経

済社会の要請に応じて銀行設立の自由度を確保し，

その上で個別金融行政によって銀行経営を適正に

規制するのが行政本来の姿であろう。曾欄，阪谷

両大蔵大臣が一貫して小規模銀行の濫立を問題と

し，銀行合併による問題解決を図らざるを得なかっ

たのは，明治２４年当時の大蔵省が銀行営業の自

由を主張する裏づけとして堅実な個別金融行政を

執行する制度インフラを十分に整備し得なかった

ことにも原因の一端が認められる。次に阪谷が同

じ演説で銀行検査と銀行の支店経営および職業倫

理についても言及している('8)。

阪谷は銀行経営上の問題点として支店の統制が

十分でないという現実に着目し，支店に対する本

店の指導を強化すべきことを指摘している。同時
可．

lこ銀行検査においても支店の実情に注目するとし

ている。また阪谷は銀行の支店制度自体に問題が

あるのではなく少額な資本金によって設立された

いわゆる小規模銀行が支店を持つことに問題があ

ると主張している。これは支店を維持する上での

経費負担の問題と小規模銀行であるがゆえに支店

の監督がおろそかになるという点を懸念したもの

である。

もう－点際立っているのは銀行の役職員の資質

に関わる発言である。阪谷は全国銀行大会に出席

している銀行家達に対する具体的な提言として支

配人以下の銀行職員の選定に注意すべきことを述

べている。おそらく具体的な事例を念頭に抱いて

の発言と推察されるが，甚だし〈常識を欠いた支

配人が銀行の管理職階にあって実務を取り仕切っ

ていることに心胆を寒からしめられる思いを抱い

ていたのではないかと推察される。次に阪谷が－

取引先への与信制限について言及したo，)。

阪谷は一社与信制限を銀行実務に照らすと柔軟

性に欠く規定であることを認めつつ－社に偏った

与信行為の弊害を説いている。つまり破綻の原因

は特定の取引先に対する偏った貸出が原因である

ことが大半で，それはまさに保険会社が危険分散

を無視してリスクをとるのと同じことであると論

じている。この阪谷の－社与信制限に対する問題

認識は明治３６年４月に開催された全国銀行大会

で明らかにされた曾禰大蔵大臣の「資金投用の法

宜しきを得ざるが爲めに資金の固定を來たすもの

あり｣(釦)という認識と整合的である。

この－社与信制限の問題についても明治２４年

６月に渋沢栄一から松方蔵相に奉呈された銀行条

例の修正案をめぐって大蔵省と銀行業界が議論を

繰り広げた。銀行業界が修正の対象としたのは銀

行条例第５条である。この条文は一取引先あたり

の与信制限を定め，機関銀行化を回避し，貸出金

ポートフォリオやリスク分散の観点から銀行経営

の健全性を確保することを意図したものであった。

しかし，銀行条例第５条は明治２８年２月９日

法律第１号をもって削除され，貸付金，割引手形

の一取引先あたり与信制限は撤廃された。その結

果，将来起こりうる機関銀行化と貸出ポートフォ

リオの偏りを看過することとなった。銀行条例を

めぐる大蔵省と銀行業界の議論で争点となった，

「小銀行の設立制限」と「一取引先あたり与信制

限の緩和」についての争点をめくる議論の末にた
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にとどまらず，「何卒有利有益なる事業は新奮を

間はず發達せしめて此國力の増進を岡らなければ

ならぬと信じます」と述べて新旧事業の育成と必

要資金の援助を銀行経営者に対して態愚してい

る(23)。またその一方で資金運用固定化の弊害に

ついては言葉を尽くして回避するよう説諭してい

る。すなわち松尾の銀行検査関連発言の内容は明

治３９年８月の蔵相内訓に対する日本銀行答申内

容と実質的に異なるところがない。

これに対して阪谷は上記で考察した通り銀行検

査関連発言を構成するカテゴリーの大半にわたっ

て発言しているが，事業育成の観点からの銀行の

資金供給機能については触れずむしろ資金運用の

一社偏在を回避すべきとの観点から資金供給機能

の健全化を説いている。つまり当然のことながら

阪谷も半年前の蔵相内訓の趣旨に沿って慎重に発

言しており，両者の食い違いは微妙な演説内容の

相違を通して明確に識別することができる。

明治４０年時点で大蔵省と日本銀行の資金運用

に対する基本スタンスが相違する原因は，両者の

機能と役割の相違に起因する部分，すなわち立場

の違いに加えて，日露戦争後の金融情勢や銀行動

揺の実態を日清戦争の経験に基づいてどのように

認識し，その基本認識に基づいていかに銀行機能

を適切に発揮させるかという点について大きな開

きがあることである。

阪谷とすれば日清戦争の経験を踏まえた正統的

な歴史認識に基づいてまず日本銀行や特殊銀行の

資金供給スタンスの是正を蔵相内訓によって説得

し，その後銀行経営者の代表に対して適正な資金

供給機能を発揮すべきことを説きたかったであろ

うが，前段階の説得に失敗した後さらに公的会合

において自身の意図に反する発言を行う松尾の演

説を苦々しい思いで聴いていたに違いない。もち

ろん両者は対立点を微妙にずらして銀行の資金供

給機能に関するテーマについて異なる観点から主

張したので，聴衆である銀行経営者たちが困惑す

ることはなかったと考えられる。明治４０年時点

で確認された大蔵省と日本銀行の基本認識の相違

を起点として，明治４２年以降金融監督当局者や

日本銀行総裁の発言がどのような変化を見せるの

どり着いた最終結論を銀行検査との関わりから分

析すると，銀行条例施行後小銀行が増加し，かつ

貸付ポートフォリオの適正性を求める融資規律に

ついての歯止めがない中で，銀行の公共性や銀行

経営の健全性を担保するはずの銀行検査の拠り所

が欠けている状況が出現することとなった。

つまり，小規模銀行の増加を前提とした融資規

律の厳格化に関する限り，明治２８年の銀行条例

改正時点では私立銀行に対する銀行検査を金融監

督行政の補完手段として機能させるための法的基

盤は事実上整えられてはいなかった。つまり銀行

の公共性の観点から実態的に預金者保護，信用秩

序維持を銀行検査によって担保しようとすれば，

銀行条例の趣旨をより厳格に運用する通達を発牒

し，その通達の趣旨を正確に体した検査官が数百

人単位で必要となる状況であった(21)。

明治４０年時点で阪谷が説いた一社与信制限の

弊害は明治７年小野組の破綻ですでに顕在化して

いた。またこの問題に対して明治２８年の銀行条

例改正で制限条項が廃止されたことによりさらに

歯止めが利かなくなり，その結果後年に至るまで

邦銀が長く抱え続ける宿荷となった。

阪谷は明治３４年６月５日から明治38年１月８

日まで曾禰大蔵大臣の下で大蔵次官総務長官を務

め，曾禰の後を受けて引き続き明治４１年１月１４

日まで大蔵大臣を務めたので，６年半にわたり金

融行政の中核にあり続けた。つまり阪谷は長年大

蔵省の本流に身を置き，かつ銀行経営の問題点を

つぶさに観察できる立場にあった。また前半の３

年半は曾禰大蔵大臣の下でその意向を行政実務に

反映させる立場にあったので，当然にして両者の

現状認識や金融行政に対する姿勢は似通っていた

と考えられる(22)。松尾日銀総裁は阪谷と同じ明

治４０年４月の第５回交換所連合会において，銀

行の預金者保護と資金供給機能に関する発言をし

ている。

明治３９年８月の蔵相内訓をめぐる大蔵省と日

本銀行の基本的姿勢の食い違いは，半年後の阪谷

大蔵大臣，松尾日銀総裁両者の演説内容の相違に

も端的に現れている。つまり松尾はその発言に見

る通り日露戦争後の事業新設の規模を妥当とする
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の松尾発言のスタンスは明治４０年４月の銀行検

査関連発言と基本的には異なっていない。しかし

貸出実行にあたっての融資対象事業の評価および

融資先責任者の人物評価の重要性，貸出管理回収

の厳格化等，銀行の融資経営に関わる発言が新た

に加わっている。これもおそらく明治４２年に頻

発した大企業の倒産が原因と考えられる。つまり

強気一辺倒であった明治４０年発言と比較すると

個別の融資対応において慎重姿勢を取り入れよう

とするところが新たなスタンスとして加わってい

る。

しかしこれは明治３９年の蔵相内訓の趣旨に屈

した結果ではない。なぜなら蔵相内訓のポイント

は金利低下にしたがって事業熱が発生する兆候が

見られるため貸出運営に留意すべしというもので

あったが，明治４２年は不景気が激しく金利低下

の結果事業熱が発生するどころか却って遊資が発

生するという事態に特徴があるからである。つま

り日本銀行の基本スタンスは企業家の事業熱は大

いに尊重し，それが国家を有利に導く事業であれ

ば必要以上に祷謄することなく，また日清戦争後

の教訓についても過度に萎縮することなく銀行の

資金供給機能を発揮すべきというものである。各

時代のマクロ金融情勢を勘案すると，一見蔵相内

訓に摺り寄せたかに見える松尾発言も実はその本

質は変化していなかったことが確認できる。

力３以下で考察する。

３－３明治４２年における銀行検査関連発言

明治４２年４月に開催された第７回全国交換所

連合会で桂大蔵大臣は銀行の公共的使命と銀行家

の経営姿勢について発言している(２４)。

桂は現在銀行の資金運用方法に問題が存するこ

とを端的に指摘するとともに，経済界における金

融機関の重要性を銀行が有する公共的性格との関

係から説いている。また経済の実態や取引先の信

用状況についての判断力が不十分であることおよ

びその主たる原因として銀行の重役や幹部職員の

職業倫理の欠如を指摘している。つまり銀行経営

者は経済界における金融機能の重要性と銀行の公

共的性格を認識して身を正すと同時に，他業界と

の連携を能動的に構築することが重要であると指

摘している。

桂は明治４１年７月１４日から同４４年８月３０日

までの３年間に及ぶ第二次桂内閣で大蔵大臣を兼

任した(麹)。この演説は組閣後９ヶ月の時点で行

われたが，大蔵大臣を兼任する総理大臣が銀行経

営の具体的内容にまで踏み込んで銀行経営者の心

得を明確に説いたことに意義が認められる。

また「斯の如き時期に於きましては」と桂自身

が表現している明治４２年は，前段で見た通り大

企業の倒産が頻発した年で，金利引き下げと金融

緩慢，不景気が特徴的であった。適切な資金連用

先を見つけることに窮した銀行が業況不芳な企業

に貸出を行った結果，銀行動揺が発生するリスク

について切々と説いている。明治４２年は桂自ら

不景気の原因，実態，対策等について経済界の意

見を徴するほどであったから，この演説が行われ

た時点では明確に不景気についての分析結果を認

識していたとは考えられない。しかし不景気の結

果としての悪弊，つまり銀行員による遊資の不法

な運用やその原因である銀行員のモラルハザード

については注意喚起している。

松尾日銀総裁は桂大蔵大臣が演説した第７回全

国交換所連合会において，銀行の資金供給面にお

ける国民経済的機能と銀行経営のあり方および預

金者保護の必要性について発言している(26)。こ

3-4明治４４年における銀行検査関連発言

明治４４年４月に開催された第９回全国交換所

組合銀行連合大会で桂大蔵大臣は銀行の資金供給

面における国民経済的機能と銀行経営のあり方に

ついて発言している。

この演説が行われた明治４４年は下期に金融引

締めと金利漸騰が発生するまでは金融緩,慢，金利

低位推移が特徴的であった。また同年は電力，ガ

ス，電鉄等の新規事業計画を牽引力とする「中間

景気」が「不景気」を覆すことができないままそ

れと並立した時期でもあった。桂は「勧業銀行農

工銀行を通し地方に於ける中小階級の民族に對す

る低利の生産資金の供給を増加せんとす」として

地場生産業育成を主眼とした特殊銀行の資金運用
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適正化の必要性を主張し，「事業不振の聲依然と

して存するに拘らず會社の挑込，債券の發行又は

新事業の計薑が頗る巨額に上るに至れり」と述べ

て，いわゆるインフラ整備型設備投資資金である

電力，ガス，電鉄産業等への資金供給が抱えるリ

スクについて注意喚起している(27)。

実際この演説が行われた数ヶ月後の明治４４年

下期から金融引締めに転ずるので，新規設備投資

資金を提供した相手方企業が追加資金や運転資金

を必要とする時点では銀行もそれまでの柔軟さで

対応できるとは保証できないことを桂はその慧眼

で見通していたことになる。つまり国家建設を支

える重厚長大型設備投資への資金供給と地道な地

場産業育成資金の供給をバランス良〈保つことで，

適正にリスクを回避し金融機関の役割を発揮させ

ようとするのがこの発言の趣旨である。したがっ

て金融監督行政の基本方針に沿って資金運用の適

正性を銀行検査で指導し，検査を通して把握した

実態を分析した上でその結果を銀行行政に生かす

というのが好ましいスパイラルである

分類し，明治４０年の発言を軸としてその前後で

銀行検査に対する認識がどのような変遷を見せる

のかという点を分析視角とした。

銀行動揺が発生した明治４０年の銀行検査関連

発言では明治３９年の「蔵相内訓」をめぐり阪谷

大蔵大臣と松尾日銀総裁の発言が銀行融資に対す

る認識において微妙に食い違っていた。しかし両

者ともそれぞれの立場から銀行動揺の現実を受け

て意を尽くして銀行検査に対する認識を述べた。

明治36年から同４４年までの間，大蔵大臣は曾

禰から阪谷，桂と引き継がれたが大蔵官僚として

永年コンビを組んできた曾禰と阪谷の発言には，

小規模銀行の経営基盤の脆弱性および銀行合併の

有効性に対する認識において明確な連続性が認め

られた。また桂は総理大臣との兼任で蔵相を務め

たが銀行検査関連発言に関しては時宜を捉えたオー

ソドックスな意見を展開した。

松尾は本稿の検討対象期間を通して日銀総裁で

あった人物で大蔵省とは異なる中央銀行総裁とし

ての立場から銀行検査関連発言を行った。そして

常に銀行の資金供給機能，預金者保護に関して発

言するとともに銀行経営に関わる事項についても

発言を行った。大蔵大臣との見解の相違は日清戦

争の教訓を銀行の資金供給機能を発揮する上でど

のように生かすかという点である。「蔵相内訓」

という大蔵省からの大きなプレッシャーはあった

ものの，自らも資金供給者である日本銀行が資金

供給の萎縮を容認する発言を行うことは非現実的

であった。したがって松尾は中央銀行総裁として

のスタンスを保ち大蔵省との微妙なバランスにお

いてその主張を貫徹した。

銀行検査関連発言の歴史的変遷を総括的に見る

と明治36年の銀行検査関連発言は明治33,34年

の銀行動揺の２～3年後，明治４２，４４年の銀行検

査関連発言は明治４０年の銀行動揺の２年～４年

後に行われたものである。つまり１０年周期の経

済撹乱要因である日清・日露戦争から影響を受け

た銀行動揺や金融情勢緩`慢の繰り返しの中で銀行

検査関連発言に大きな質的変化は見られなかった。

ただし明治４０年の銀行検査関連発言は銀行動揺

が発生した年に行われたものであり，金融行政当

おわりに

本稿の目的は明治後期における金融行政当局者

や業界代表者の銀行検査に対する認識を探り，そ

れがどのような変遷を見せるのかを分析検討する

ことであった。そのために，(1)金融行政当局者等

の銀行検査に対する認識の切り口を定め，その一

方で銀行検査関連発言をカテゴリー分類して両者

の対応関係を規定すること。(2)この対応関係を基

に金融行政当局者等の銀行検査に対する認識を外

形的に把握すること。(3)明治後期の金融経済情勢

を特徴づける経済撹乱要因として日清・日露戦争

を重視し，銀行動揺の実態を加味して外形的に把

握した金融行政当局者の銀行検査に対する認識を

分析するとともに，その変遷について検討するこ

と等３つのステップを踏んだ。

最後のステップである実証分析では対象とした

銀行検査関連発言を日清・日露戦間期である明治

36年の発言，銀行動揺が発生した明治４０年の発

言，日露戦争後の明治４２，４４年の発言に大きく
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局の危機感からか阪谷大蔵大臣は銀行経営者に対

してきわめて詳細な注意喚起を行った。

金融行政当局者の銀行検査の有効性についての

認識は明確ではないものの，銀行検査によるIilil別

指導が有効と考えられる問題点に関する認識は一

貫して高い。明治後期においてこの金融行政当局

者の認識がどのように銀行検査実務に反映され効

果をあげたのかを実証的に検討することを今後の

課題としたい。

頁。
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明治後期における金融当局検査の考察

《Summary》

ＡｎａｌｙｔｉｃａｌＡｐｐｒｏａｃｈｔｏｔｈｅＢａｎｋｌｎｓpectionduring

theLateStageofMeijiPeriod

-RecognitionoftheFinanceAuthoritytoBank

lnspectionseeｎｔｈｒｏｕｇｈｔｈｅＤｉｓｃｏｕｒｓｅ－

ＯＥＳｅｉｉｃｈｉ

ＴｈｅｐｕｒｐｏｓｅｏｆｔｈｉｓｒｅｓｅａｒｃｈｎｏｔｅｉｓｔｏｔｒａｃｅｔｈｅｈｉｓｔｏｒｙｏｆｔｈｅｒｅｃｏｇｎｉｔionoftheFinance

authoritytoBankinspectionseenthroughthediscourseAnalyticalmaterialsarecopieｓｏｆ

ｓｐｅｅｃｈｅｓａｔｔｈｅｍｅｅｔｉｎｇｏｆｔｈｅＢａnkersAssociationbyhighofficialsoftheFinanceauthority、

ＴｏｐｕｔｔｈｅｓｐｅｅｃｈｅｓｉｎｏｒｄerconcerningtheBankinspection，Isetsixcategories,“deposi‐

torprotection"，“maintenanceofcreditfunction"，“ｆｕｎｃｔｉｏｎｏｆｆｕｎｄｓｕｐｐｌｙ,'，“managementof

banks，'，``professionalethics，'，“internalaudit"・Ｔｈｅｆｉｒｓｔｔｈｒｅｅｃａｔｅｇｏｒｉｅｓａｒｅａｎｅｌementwhich

consistsoftheconceptｏｆｐｕｂｌｉｃｎatureofbanking,ａｎｄｔｈｅｌａｓｔｔｈｒｅｅｃａｔｅｇｏｒｉｅｓａｒｅａｃonceptto

whichtheFinanceauthoriｔｙａｔｔａｃｈｅｓａｈｉｇｈｖａｌｕｅ

Ｔｈｅａｂｏｖｅｍｅntionedorderlydispositionisforthequantitativeunderstanding,butinorder

toanalyzequalitativeｌｙ,ｉｔｓｈｏｕｌｄｂｅｒｅｑｕｉｒｅｄｔｏｓｅｅｔｈｅｃｏｎｔentsofthediscourse、Ｔｏａｎａｌｙｚethe

contentsaccurately，ｉｔｉｓｒｅｑｕｉｒｅｄｔｏａｐｐｒｏａｃｈｆｒｏｍａｍａcroeconomicaspectconsideringthe

Japanese-SinoWarandtheJapanese-RussoWarasdisturbingfactorsoｆｔｈｅｅｃｏｎｏｍｙｉｎｔｈｅｅｒａ、

Theresultsofthequalitativeanalｙｓｉｓａｒｅａｓｆｏｌｌｏｗｓ；

l）RecognitionoftheeffectsoftheJapanese-RussoWaronthebankmanagementisdifferent

betweentheFinanceMinistryandｔｈｅＢａｎｋｏｆＪａｐａｎ，Theformerhadaconservativeopin‐

ｉon,ｂｕｔｔｈｅｌａｔｔｅｒｗａｓｆａｃｅｄｗｉｔｈａｄｉｌｅｍｍａｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅｉｒｐｏｓｉｔｉｏｎａｓｆｕｎｄｓｕpplierandas

supervisoryauthority、

2）Continuityofthebasicideaamongall-timefinanceministersisevident,especiaUytheir

recognitionaboutｔｈｅｖｕｌｎｅｒａｂｉｌｉｔｙｏｆｓｍａｌｌｂａｎｋｓａｎｄｔｈeeffectivenessofbankconsolida‐

tion

3）Definitechangeofthecontentsofdiscoursecouldnotbefoundthroughoutthetwowars、

TherecognitionoftheFinanceauthorityfortheeffectivenessofthebankinspectionisstiu

notclear,ｂｕｔｔｈｅａｗａｒｅｎｅｓｓｏｆｔｈｅｅｆｆｉｃａｃｙｏｆｔｈｅｉｎｄｉｖｉｄｕａｌｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｂｙｂａｎｋinspectionis

clear、ＴｈｅｆｕｔｕｒｅｔａｓｋｗｏｕｌｄｂｅｔｏａｎａｌｙｚｅｈowtheFinanceauthority,srecognitionwasreflected

inthepracticeofbankinspection．

Keywords:Bankinspection,ｔｈｅＦｍａｎｃｅａｕｔｈｏｒｉｔｙＩｍｕｄｄｌｅｏｆｂａｎｋs,ＢａｎｋｅｒｓAssociation
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